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平成２６年第５回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成２６年１２月１２日（金） 
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            ─────────────────── 
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            ──────────────────― 

午前１０時開議 

○深谷秀峰議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので，直ちに本日の会議を開きます。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたしま

す。 

            ──────────────────― 

 日程第１ 報告第１４号ないし報告第１５号 

○深谷秀峰議長 日程第１，報告第１４号専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度

常陸太田市一般会計補正予算（第６号）），報告第１５号専決処分の承認を求めることについて

（平成２６年度常陸太田市一般会計補正予算（第７号）），以上２件を一括議題といたします。 

 報告第１４号，報告第１５号，以上２件については，質疑，討論の通告がありませんので，直

ちに採決いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第１４号専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度常陸太田市一般会計補正予

算（第６号）），報告第１５号専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度常陸太田市

一般会計補正予算（第７号）），以上２件については，原案承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。よって，報告第１４号，報告第１５号，以上２件につ

いては，原案承認することに決しました。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 議案質疑 議案第１２６号ないし議案第１４２号 

○深谷秀峰議長 次，日程第２，議案質疑を行います。議案第１２６号から議案第１４２号まで，

以上１７件を一括議題といたします。通告がありますので発言を許します。 

 ２０番宇野隆子議員の発言を許します。宇野隆子議員。 

〔２０番 宇野隆子議員 質問者席へ〕 

○２０番（宇野隆子議員） おはようございます。日本共産党の宇野隆子です。私は，議案第１

２６号，議案第１２８号，議案第１３２号の３件について質疑を行います。 
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 まず，議案第１２６号の常陸太田市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例の

制定について伺いたいと思います。 

 ３０ページの第３条の人数について伺いたいと思います。国の基準と同様との説明が議案説明

の中でありましたけれども，第２条の基本方針どおりに業務を行うことになれば，国の基準を上

回る人員の配置が必要となるのではないかと思いますけれども，条例を作るに当たってどのよう

に検討されて国の基準となったのか伺いたいと思います。 

 次に，議案第１２８号常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部改正についてです。今回，

人事院プラス勧告で，いずれも７年ぶりということで望ましいことだと思います。しかし，説明

もありましたように大きく２つ，給与改定と給与制度の総合的見直しということでありまして，

この給与制度の総合的見直しについては，平均２％の引き下げなどの内容となっております。こ

の部分については賛成できませんけれども，２点について伺いたいと思います。 

 １点目は，改定率平均 0.３％の引き上げですけれども，職員１人当たりの影響額として，一般

行政職，平均幾らの増額になるのか伺いたいと思います。もう一点は，先ほど申し上げましたけ

れども，引き上げの一方で恒久的な引き下げとなる給与制度の総合的見直しでありますが，全体

として平均２％の引き下げを初めとして，３級以上の高位号給は最大４％程度の引き下げの見直

しということになっております。高位号給というのは何歳ぐらいの層になるのか伺いたいと思い

ます。また，１人当たりの賃下げによる影響額が幾らになるのか伺いたいと思います。 

 次は，議案第１３２号です。常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について伺いたいと

思います。 

 公募による申請事業者が社名を変更したファンタジーアイランドということで，１者のみだと

聞いておりますけれども，事前に行う現地説明会においては何事業者，どういう業者が参加され

ていたのか伺いたいと思います。そして今回指定を受ける株式会社ファンタジーアイランドです

けれども，前回の社名がアメニティエンジニアリングで，指定管理期間が３年間でしたが，その

実績，評価した点，また申請の中で新規の事業計画などがあれば伺いたいと思います。 

 以上，１回目の質疑といたします。 

○深谷秀峰議長 答弁を求めます。保健福祉部長。 

○西野千里保健福祉部長 議案第１２６号常陸太田市地域包括支援センターの職員等に係る基準

を定める条例の制定についての第３条の人数についてのご質問にお答えをいたします。 

 議案第１２６号につきましては，提出議案のご説明の中でも触れさせていただきましたように，

平成２５年６月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律」，いわゆる「第３次一括法」が公布されたことによりまして，これまで国が「介

護保険法」で全国一律に定めていた基準等が市町村の条例に委任され，法の施行日から１年を超

えない期間において市の条例において定めることとされたために本条例の制定を行うものでござ

います。 

 ご質問の条例第２条に掲げた基本方針どおりに事業を行う場合，第３条に定める基準を上回る

人員を配置する必要があるのではないかとのご質問でございますが，まず本市の地域包括支援セ
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ンターの状況についてご説明申し上げますと，本市では地域包括支援センターを社会福祉協議会

へ委託いたしておりまして，本所が総合福祉会館内に，また，本所の業務を補完するためにサブ

センターといたしまして水府支所内にそれぞれ設置いたしております。 

 条例第３条では，６５歳以上の高齢者である第１号被保険者数，おおむね 3,０００人から 6,

０００人未満ごとに，原則として保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員，またはこれらに準

ずる者をそれぞれ１名配置しなければならないとしております。 

 当市の第１号被保険者数でございますが，平成２６年１１月３０日現在で１万 7,７２７名でご

ざいますので，条例第３条に基づく職員配置につきましては，保健師，社会福祉士，主任介護支

援専門員，またはこれに準ずる者をそれぞれ３名配置する必要があるということになります。 

 人員の配置の状況を申し上げますと，現在保健師２名，そしてこれに準ずる者として看護師１

名，社会福祉士３名，そして主任介護支援専門員３名を配置しておりまして，条例第３条に定め

る基準を満たしている状況となっております。 

 以上でございます。 

○深谷秀峰議長 総務部長。 

○植木宏総務部長 議案第１２８号市職員の給与に関する条例等の一部改正についてのご質問に

お答えをさせていただきます。 

 初めに，給料表改定平均 0.３％の引き上げによる職員１人当たりの給与の増額についてでござ

いますけれども，行政職給料表適用職員では，平均１人当たりの年額で１万 3,０８０円でござい

ます。また参考までに，期末・勤勉手当等の 0.１５月の引き上げ，これについては同様に５万 2,

６６１円でございます。 

 次に，給与制度の総合的見直しにおける給料表平均２％の引き下げでございますけれども，引

き下げの大きい高位号給は何歳ぐらいの層になるのかというご質問でございますが，５５歳から

６０歳の層でございます。それから，１人当たりの引き下げによる影響額でございますけれども，

同様に行政職給料表適用職員平均１人当たりでお答えいたしますと，年額で７万 4,３７６円でご

ざいます。 

○深谷秀峰議長 教育次長。 

○山崎修一教育次長 議案第１３２号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定についてのご

質問にお答えいたします。 

 温水プールにつきましては，公募における１者のみの申請でございましたが，１０月２４日に

現地説明会を開催した際には，株式会社東京アスレッチククラブ，日本管財株式会社，株式会社

日立ライフ，株式会社ファンタジーアイランドの４者の参加があり，温水プールに関する管理に

ついて説明を行ったところでございます。この中において応募があった事業者は，株式会社ファ

ンタジーアイランド１者のみでございました。 

 次に，ファンタジーアイランドの実績でございますが，平成２６年度までの３期９年間につい

て，社名は変更されましたがファンタジーアイランドが選定され運営を行ってまいりました。こ

の間，安全な管理とサービスの向上に努めており，事故もなく利用者も増加しております。 
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 平成２５年度の利用者は約５万 4,０００人で，平成１８年度と比べますと１万 2,８００人の増

加となるなど，施設の良好な管理運営が行われております。 

 次に，評価した点でございますが，維持管理経費の縮減を図っていること，利用者に対するサ

ービスの向上や利用者の増加を図っていること，温水プールの安全な管理や自主事業として幼

児・小学生の水泳教室や成人を対象とした初級・中級の水泳教室，幼児の体操教室などに積極的

に取り組んでいる点でございます。また，新たな提案といたしましては，高齢者のヘルスアップ

事業等がございました。 

○深谷秀峰議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） ご説明ありがとうございます。２回目の質疑をいたします。 

 議案第１２６号常陸太田市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例の制定です

けれども，第３条の人数の中で３職種挙げられておりまして，先ほどそれぞれ準じる者も含めて

人数が示されましたが，さらに総合福祉センター内にあるセンターと水府支所内にあるサブセン

ター，それぞれ３種の配置がどのようになっているのか伺いたいと思います。 

 次に，議案第１２８号の職員給与に関する条例等の一部改正についてですけれども，これにつ

いては給与平均 0.３％の引き上げと，期末手当も含めて一般行政職平均，合わせると年額で６万

5,７４１円になると思いますが，この給与制度の総合的見直しの中では，最大４％程度の引き下

げもありますので，一般行政職の平均で年額７万 4,３７６円というようなマイナスの影響力があ

ると伺いました。アップされたのは結構なことですが，本当にわずかな引き上げなのかという感

じがいたします。 

 もう一点，２回目に伺いたいのは通勤手当です。これについては資料をいただいておりますの

で，７３ページの新旧対象表を見てみますと，この区分が「５キロから１０キロメーター」から

「５５キロから６０キロメーター」まで，「現行」「改定後」改定額が示されております。それ

ぞれの区分ごとの職員数について伺いたいと思います。そして通勤手当が支給されている職員数，

現在と改定後の比較で金額がどのように変化するのか。通勤手当は忘れたころに引き上げられた

ということで，引き上げについては私も賛成ですけれども，職員のキロ数の区分をご説明してい

ただきたいと思います。 

 議案第１３２号，市の公の施設に係る指定管理者の指定についてですけれども，今回ファンタ

ジーアイランドということで前回と同じ事業者が指定を受けたということですが，前回は指定の

期間が３年間で今回は５年間の指定をしたということで，５年間にした理由を１つ伺いたいこと

と，指定管理料が前回と今回はどのようになっているのか，指定管理料について伺いたいと思い

ます。 

○深谷秀峰議長 答弁を求めます。保健福祉部長。 

○西野千里保健福祉部長 議案第１２６号についてのご質問にお答えをいたします。 

 地域包括支援センターの本所，サブセンターの配置の状況でございますけれども，まずは本所

――総合福祉会館内におきましては，保健師１名，看護師１名ということで，保健師及び看護師

を２名配置しております。社会福祉士が２名，主任介護支援専門員が２名，その他に事務的な対
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応をとるということで２名，合計８名を配置いたしてございます。また，サブセンターのほうに

は保健師及び看護師１名，社会福祉士１名，主任介護支援専門員１名の３名を配置してございま

す。 

 なお，区域を設定しているわけではございませんので，実態に即して柔軟な対応をとらせてい

ただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○深谷秀峰議長 総務部長。 

○植木宏総務部長 議案第１２８号の通勤手当についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 通勤手当の通勤距離の区分ごとの職員数でございますけれども，２キロから５キロが１２２人，

５キロから１０キロが１２９人，１０キロから１５キロまでが９６人，１５キロから２０キロま

でが４６人，２０キロから２５キロまでが３１人，２５キロから３０キロまでが３８人，３０キ

ロから３５キロまでが９人，３５キロから４０キロまでが７人，４０キロから４５キロまでが２

人，本市の場合は以上でございます。合計をいたしまして４８０人でございます。 

 また，一月当たりの支給総額でございますけれども，引き上げ前，現行２９９万 3,４００円で

ございます。また，引き上げをした後でございますけれども３２９万 6,０００円でございます。 

○深谷秀峰議長 教育次長。 

○山崎修一教育次長 議案第１３２号に関する質問についてお答えをいたします。 

 初めに，指定管理期間を５年間としたことにつきましては，これまで１期３年間で行ってまい

りましたが，９年間の指定管理者制度実施の中で温水プールの指定管理者への指導体制ができた

こと，また，指定管理者におきましては，５年間という期間の中で安定した雇用や計画的な経営

が期待できることにより指定管理期間を５年間としたものでございます。 

 次に，指定管理料につきましては，平成２７年度からの指定管理料は，年平均で約 2,９７３万

円となっており，これまで３年間の指定管理料と比較いたしますと，年額で約２０万円程度の減

額となっております。これにつきましては，事業計画において施設利用者の増加に伴う利用料の

増加等により指定管理料の減額となっております。 

○深谷秀峰議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） ご答弁いただきましてありがとうございました。 

 以上で議案質疑を終わります。 

○深谷秀峰議長 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 ただいま議題となっております議案第１２６号から議案第１４２号まで，以上

１７件については，お手元に配付してあります議案等委員会付託表のとおり，所管の常任委員会

に付託いたします。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 請願第４号 

○深谷秀峰議長 次，日程第３，請願第４号米価暴落に対し実効性のある緊急対策を求める意見



 １０１ 

書の提出に関する請願を議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願第４号については，お手元に配付いたしてありますとおり，

所管の常任委員会に付託いたします。 

            ──────────────────― 

○深谷秀峰議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は１２月１９日定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時２３分散会 

 


